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菅
代
に
お
け
る
将
軍
競
と
都
督

尾

弓子
1UL 

夫

は

じ

め
に

一
「
四
征
」
将
軍
、

都
督
に
関
す
る
諸
問
題

二

「
四
征
」
将
軍
と
都
督

三
菅
代
に
お
け
る
将
軍
践
と
都
脅

付

将
軍
放
と
都
督
の
形
態

口
四
中
郎
将
の
地
位
の
嬰
化

回
都
督
の
将
軍
放
の
意
義

お
わ
り
に

- 92ー

は

じ

め

①
 

貌
呂
田
南
朝
時
代
の
地
方
軍
の
主
力
と
な

っ
た
の
は
、
都
督
や
刺
史
な
ど
に
率
い
ら
れ
る
軍
隊
で
あ
る
。
都
督
の
存
在
形
態
、
都
督
の
軍
事
的

管
轄
範
囲
を
表
わ
す
都
督
匿
、
都
督
と
刺
史
と
の
関
係
、

軍
府
組
織
な
ど
に
つ
レ
て
は
、

巌
耕
草
氏
に
よ
る
貌
E

日
南
北
朝
を
通
じ
た
睦
系
的
な

②
 

研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
中
央
軍
、
地
方
軍
を
問
わ
ず
、
軍
事
指
揮
者
は
将
軍
耽
を
興
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
将
軍
競
と
都
督
と

@
 

の
闘
係
を
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
越
智
重
明
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
四
征
」
将
軍
と
都
督
と
の
軍
事
的
支
配
開
係
に
つ
い
て
追
究
さ
れ
、

軍
事
指
揮
者
と
し
て

一
定
の
権
能
を
有
し
て
い
た
「
四
征
」
賂
箪
が
、
東
菅
時
代
以
降
そ
れ
を
失
い
、
虚
鋭
化
し
た
と
主
張
し
て
お
ら
れ
旬
。

ま
た
宮
崎
市
定
氏
は
、
東
菅
時
代
以
降
、
賂
軍
続
、
か
濫
設
さ
れ
、
陪
平
か
多
く
な
っ
て
、

全
く
名
目
だ
け
の
も
の
と
な
り
、

虚
脱
肌
と
稀
さ
れ
る



よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
柄
本
稿
は
南
朝
に
向
け
て
賂
軍
肢
が
虚
競
化
を
た
ど
る
そ
の
過
程
の
中
で
、
菅
時
代、

が
そ
の
領
職
で
あ
る
都
督
と
の
闘
係
に
お
い
て
如
何
に
饗
化
し
て
い
っ
た
か
を
主
と
し
て
論
じ
、
あ
わ
せ
て
、
都
督
制
度
の
設
展
遁
程
を
も
述

べ
た
い
。

「四
征
」
将
軍
披

「
四
征
」
路
軍
、
都
督
に
関
す
る
諸
問
題

「
四
征
」
将
軍
が
都
督
よ
り
も
軍
事
的
優
位
に
立
っ
て
支
配
統
轄
し
て
い
た
と
さ
れ
る
越
智
氏
の
見
解
は
、

征
」
将
軍
が
都
督
を
領
職
と
し
て
い
る
朕
況
を
一
躍
切
り
離
し
て
、
別
々
の
も
の
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

貌
西
菅
時
代
に
お
い
て

ー寸

四

即
ち
、
貌
西
菅
時
代
に
お
い
て

「四
征
」
将
軍
は
都
督
を
領
職
と
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
そ
れ
自
瞳
固
定
的
な
管
轄
諸
州
を
持
っ
て
い

て
、
そ
の
管
轄
諸
州
内
の
都
督
、
刺
史
に
劃
し
て
軍
事
的
支
配
を
行
な
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
の
導
き
出
さ
れ
る
主
要
な
論
援
は
次
の
二
貼

一
つ
は
、
西
晋
の
初
期
と
後
期
に
お
け
る
「
四
征
」

格
軍
の
都
督
に
劃
す
る
質
際
の
軍
事
的
支
配
の
事
責
で
あ
り
、
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で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
「
四
征
」
持
軍
、
都
督
、
刺
史
の
貌
晋
に
お
け
る
官
品
上
の
上
下
関
係
に
基
づ

い
て
い
る
。
第
一
の
酷
か
ら
検
討
す
る
。
ま
ず
、
『
菅

@
 

書
』
羊
枯
俸
に
、
西
菅
、
武
帝
の
威
寧
年
聞
の
初
め
に
、
征
南
大
絡
軍
、
開
府
儀
同
三
司
と
な
っ
た
羊
枯
は
、
以
前
か
ら
臭
を
伐
つ
に
は
上
流

か
ら
の
軍
勢
の
援
肪
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
し
か
も
そ
れ
に
は
果
の
童
謡
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

水
軍
に
よ
る
べ
き
で
、
そ
れ
に

遁
嘗
な
人
物
を
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
、
金
州
刺
史
の
王
溶
が
朝
廷
に
呼
び
返
さ
れ
て
大
司
農
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、

彼
を
上
表
し
て
留
め
て
、

監
盆
州
諸
軍
事
、

加
龍
駿
将
軍
と
し、

密
か
に
舟
を
造
ら
せ
て
、

流
れ
に
順
う
計
略
を
な
し
た
と
い
う
記
事
が
あ

⑦
 

『
音
書
』
王
溶
停
に
関
連
記
事

り
、
征
南
大
将
軍
羊
枯
が
監
盆
州
諸
軍
事
、
加
龍
騒
賂
軍
王
溶
を
支
配
統
轄
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
は
、

が
あ
り
、

そ
の
経
緯
が
少
し
違
っ
て
い
る
。
盆
州
刺
史
で
あ
っ
た
王
溶
は
、
右
衛
絡
軍
、
大
司
農
と
し
て
召、且

t

渇
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
に
、

車
騎

419 

時
間
軍
で
あ
っ
た
羊
枯
が
王
溶
に
奇
略
あ
る
の
を
知
っ
て
、
密
か
に
上
表
し
た
結
果
、

重
ね
て
盆
州
刺
史
と
さ
れ
た
。
武
帝
は
臭
を
伐
つ
計
劃
を

立
て
王
溶
に
舟
を
建
造
さ
せ
た
。
そ
し
て
羊
砧
俸
に
あ
る
よ
う
な
謡
言
が
契
機
と
な
っ
て
溶
を
龍
騒
賂
軍
、
監
、梁盆
諸
軍
事
に
し
た
と
あ
る
。
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更
に
羊
砧
に
つ

い
て
で
あ
る
が

彼
は
こ
の
時
に
都
督
刑
州
諸
軍
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

羊
枯
は
泰
始
五
年
二
月
に
都
督
刑
州
諸
軍

事
、
偲
節
、
散
騎
常
侍
、
街
将
軍
と
な
っ
て
か
ら
、
描
い
て
車
騎
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
と
な
り
、
剤
州
刺
史
楊
墜
と
と
も
に
呉
の
陸
抗
を
攻

@
 

め
る
の
に
失
敗
し
て
、
卒
南
将
軍
に
降
放
さ
れ
、
威
寧
二
年
一

O
月
に
征
南
大
勝
軍
、
開
府
儀
同
三
司
と
放
を
進
め
た
。
従
っ
て
羊
枯
が
盆
州

刺
史
王
山
崎
に
軍
事
的
才
能
を
認
め
て
、
上
流
に
媛
ら
せ
て
、
自
己
の
援
軍
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
羊
枯
が
車
騎
持
軍
で
あ
っ

た
時
か
ら
の
こ

そ
れ
は
羊
砧
が
都
督
刑
州
諸
軍
事
と
し
て
呉
を
伐
つ
に
際
し
て

剤
州
の
軍
事
を
据
嘗
す
べ
き
立
場
か
ら
出
て
き
た
意
向
で
あ
っ

と
で
あ
る
。

て
、
羊
砧
は
上
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
貼
か
ら
征
南
大
将
軍
を
都
督
剤
州
諸
軍
事
と
切
り
離
し
て
、
羊
砧
が
征

南
大
賂
軍
の
立
場
か
ら
龍
駿
路
軍
、

王
溶
を
軍
事
的
に
支
配
統
轄
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑨
 

次
に
墨
田
室
百
』
周
龍
停
の
記
事
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
銀
東
将
軍、

都
督
揚
州
諸
軍
事
、
周
震
は
幸
町
春
に
鎖
し
て
お
り
、
西
菅
末
に
到
り
、
洛

陽
が
危
険
に
陥
っ
た
の
で
、
天
子
を
迎
え
て
都
を
詩
春
に
還
す
こ
と
を
建
策
し
た
。
永
嘉
四
年
、
長
史
呉
思
、
司
馬
殿
識
と
と
も
に
上
書
し
、

監
盆
州

(
梁
盆
)
諸
軍
事
、

そ
の
中
で
、
具
践
的
に
そ
の
方
策
を
述
べ
て
い
る
が
、
以
前
に
北
中
郎
持
で
あ
っ
た
袈
憲
を
招
集
し
て
、

「
使
持
節
、
監
抽
出
州
諸
軍
事
、
東
中
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郎
絡
」
の
任
に
つ
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
結
局
質
現
し
な
か

っ
た
。
同
叡
が
袈
憲
に
射
し
て
、
行
官
と
し
て
権
宜
的
に
で
は
あ

れ
、
都
督
と
し
て
任
用
し
た
い
意
向
は
十
分
に
温
み
取
れ
る
が
、

そ
れ
を
銀
東
将
軍
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
み
行
な
い、

そ
の
上
更
に
支
配
統

轄
し
よ
う
と
し
た
と
ま
で
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
第
二
の
貼
を
検
討
す
る
。

@
 

『
通
典
』
職
官
、
秩
口
問
、
親
の
官
品
に
依
れ
ば
、

四
征
、
四
銀
牌
軍
』主

第

喜平
号⑪年
同安

卒
将
軍
t主

秩
品
、

征

・
鋲

・

第
三
口
問
、
州
倣
丘
一刺
史
は
第
四
品
、
都
督
、
州
翠
車
刺
史
は
第
五
品
で
あ
る
。

{
女
・
卒
将
軍
は
第
三
口
問
、
州
刺
史
領
兵
者
は
第
四
口
問
、
諸
持
節
都
督
は
第
二
品
、
都
督
は
第
五
品、

州
軍
車
刺
史
に
つ
い
て
記
載
は
な
い
か
、

。

貌
と
同
様
第
五
品
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
、
宋
官
ロ
聞
で
は
、

諸
征
銀
至
龍
験
時
中阜
は
第
三
品
、
刺
史
領
丘
一者
は
第
四
品
、
刺
史
不
領
丘
ハ
者
は

同
じ
く

ヨ
迎
典
』
職
官
、

第
五
品
、
諸
持
節
都
督
は
第
二
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貼
と、

『一
迎
典
』
の
菅

・
宋
官
品
の
「
諸
持
節
都
督」

が
、
貌
初
以
来
の
節
と
都
督
と

の

一
位
化
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
そ
の
表
現
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
女
の
よ
う
に
結
論
を
導
か
れ
る
。



「

ω説
時
代
、
四
征
勝
恥
が
都
督
の
上
位
に
あ
っ
た
が
、
菅
時
代
以
後
、

と、

ω貌
時
代
、
都
督
が
領
兵
刺
史
の
下
位
、
車
車
刺
史
と
同
位

(同
宮
口
問
〉
に
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
刺
史
の
上
位
と
な
っ

た
こ
と
、

ω綜
合
的
に
言
っ
て
、
競
時
代
、
四
征
勝
軍
、
都
督
、
刺
史
三
者
中
、
都
督
が
最
下
位
に
あ
っ
た
が
、

菅
時
代
以
後
(
持
節
都
督
と
し

て
)
最
上
位
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

〈
都
督
が
持
節
都
督
と
な
っ
て
〉
そ
の
上
下
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ

菅
時
代
以
後
、

こ
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
に
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
の
は
、
『
通
典
』
の
貌
・
菅
官
品
表
に
載
せ
ら
れ
た
、
都
督
(
五
口
問
)
か
ら
諸

持
節
都
督
。
一
品
)
へ
の
嬰
化
で
あ
る
。
諸
持
節
都
督
が
二
品
と
し
て
官
品
表
に
載
り
、
官
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
事
貫
は
、
外
に

『
宋

書
』
の
百
官
士
山
、
官
品
表
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
菅
代
の
何
時
頃
そ
う
な
っ
た
の
か
、

ま
た
「
諸
持
節
都
督
」
と
は
具
鐙
的
に
何
を
指

し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

都
督
に
は
都
督
中
外
諸
軍
事
、
都
督
征
討
諸
軍
事
な
ど
も
あ
る
が
、
木
稿
で
取
り
上
げ
る
都
督
州
(
郡
)
諸
軍

事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
周
知
の
如
く
、
都
督
諸
軍
、
監
諸
軍
、

督
諸
軍
の
三
段
階
に
分
か
れ
、
更
に
節
と
し
て
、
使
持
節
、
持
節
、
偲
節
が
加

⑬
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
外
に
節
を
持
た
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
ら
の
聞
に
は
、
固
定
し
た
組
み
合
わ
せ
は
な
く
、
節
を
持
つ
場
合
の
組
み
合
わ
せ

⑮
 

は
、
都
督
諸
軍
・
使
持
節
、
都
督
諸
軍
・
偲
節
な
ど
合
計
九
通
り
考
え
ら
れ
、
質
際
に
も
そ
の
よ
う
な
質
例
が
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

⑮
 

『
五
日
書
』
職
官
志
に
依
れ
ば
、
こ
の
持
節
都
督
で
あ
る
こ
と
は
何
ら
本
官
の
官
品
に
影
響
を
興
え
て
お
ら
ず
、
軍
府
の
府
官
の
構
成
に
第
化
を

輿
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
将
軍
に
つ
い
て
見
る
と
、
壊
騎
、
車
騎
、
街
将
軍
や
諸
大
将
軍
が
開
府
し
た
場
合
、
位
従
公
と
し
て
三
公
に
次
ぐ

そ
し
て
長
史
以
下
の
府
官
を
置
く
こ
と
に
な
る
が
、
更
に
開
府
位
従
公
で
兵
を
率
い
る
者
は
、
司
馬
を

戸、υA
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官
位
を
興
え
ら
れ
、
第
一
品
と
な
り
、

始
め
と
し
て
増
員
さ
れ
、

持
節
都
督
で
あ
る
場
合
に
は
参
軍
が
増
し
て
六
人
と
な
る
。

「
四
征
鎮
安
卒
加
大
将
軍
不
開
府
、
持
節
都
督
者
、
品
秩
第
二
」
と
あ
る
。

諸
大
鰐
軍
の
中
に
少
く
と
も
四
征
、

更
に

「
腰
騎
己
下
及
諸
大
持
軍
不
開
府
非
持
節
都
督

者、

品
秩
第
二
」
と
あ
り

四
銀
大
将
軍
、が
入
る
が
、
そ
の
場
合
、
開
府
し
な
け
れ
ば
、
持
節
都
督
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
第
二
品
な
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
は

一
、

421 

二
品
の
将
軍
で
、
持
節
都
督
で
あ
っ
た
場
合
の
様
子
が
分
か
る
の
み
で
、
三
口
聞
の
賂
軍
に
持
節
都
督
が
興
え
ら
れ
る
と
ど
う
な
る
か
に

つ
い
て

⑫
 

『
情
書』

百
官
志
上
、
陳
制
、

揚
州
刺
史
の
項
の
注
に
、

は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
叉、
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九
翠
車
刺
史
加
督
進

一
口問
、
都
督
謹
二
品
、

不
論
持
節
蝦
節
、
揚
川
徐
州
加
督
進
二
品
、
.. 

と
あ
っ
て
、

単
車
刺
史
(
五
口問
〉
に
督
を
加
え
る
と
四
品
に
、
都
督
を
加
え
る
と
三
品
に
な
る
と
あ
る
。

あ
る
こ
と
が
刺
史
の
官
口
問
に
影
響
を
興
え
て
い
る
。
こ
れ
は

『遁
典
』
や
『
宋
書
』
に
お
け
る
諸
持
節
都
督
が
二
品
で
あ
る
と
い
う
の
と
在
り

」こ
で
は
節
に
閥
係
な
く
、

都
督
で

方
を
異
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
『
通
典
』
貌
の
官
品
表
に
記
載
さ
れ
た
「
都
督
」
(
五
日
間
)
に
つ

い
て
は
、
最
耕
墓
氏
は
「
都
督
」
の
次
に
記
さ
れ

て
い
る
「
護
軍
」
と
を
結
び
つ
け
て

「
都
督
護
軍
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
同
じ
く
五
品
の
僚
の
「
諸
軍
司
」
と
と
も
に
、
都
督
話
州
軍
事
の
任

⑮
 

に
あ
る
将
軍
が
開
府
し
て
置
い
た
周
官
と
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
菅
の
官
口
問
表
第
五
ロ
山
の
伐
の
「
都
督
」
に
つ
い
て
も
、
『
通
風
ハ
』
の
通
行
本

の
殿
本
で
は
、
「
都
督
」
と
「
護
軍
」
と
を
別
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
離
し
て
記
載
し
て
あ
る
が
宋
木
で
は
「
都
督
護
軍
」
と
一
績
き
に
な
っ

て
い
旬
。
こ
の
貼
で
ま
だ
検
討
の
除
地
が
あ
る
と
思
う
。
更
に
都
督
の
淵
源
に
つ
い
て
は
、
後
漢
、
順
帝
の
時
、
御
史
中
丞
鴻
掘
が
州
軍
事
を

@
 

督
し
て
賊
を
討
っ

た
例
が
考
え
ら
れ
る
が
、
後
漢
末
の
混
乱
紋
態
の
中
で
軍
事
的
要
請
か
ら
瑳
達
し、

曹
操
は
政
権
確
立
過
程
に
お
い
て

一
定

の
地
域
に
射
し
て
、
そ
の
軍
事
に
責
任
を
持
た
せ
る
万
式
を
採
用
し
、
そ
れ
が
貌
王
朝
の
都
督
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
加
。
都
督

は
本
来
、
民
政
長
官
で
あ
る
州
刺
史
(
州
牧
〉
や
郡
太
守
、

一
軍
を
率
い
る
武
将

(将
軍
)
に
劃
し
て
領
職
と
し
て
輿
え
ら
れ
た
も
の
で
、
官

品
に
列
せ
ら
れ
る
本
官
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
輔
換
が
質
際
に
行
な
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
論
ず
べ
き
黙
が
ま
だ
多
い
よ
う
に
思

- 96ー

う
以
上
の
如
く
、
筆
者
は
「
四
征
」
将
軍
と
都
督
と
の
軍
事
的
支
配
聞
係
に
つ
い
て
の
越
智
氏
の
論
抜
に
射
し
て
疑
問
を
抱
レ
て
い
る
の
で
あ

以
下
そ
の
槻
貼
か
ら
、

る
が
、
問
題
の
解
決
は
容
易
で
な
い
。

筆
者
は
親
亙
日
時
代
に
お
い
て
、
都
督
が
「
四
征
」
賂
軍
の
領
職
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、

「
四
征
」
格
軍
と
都
督
と
の
関
係
を
見
て
い
き
た
レ
と
思
う
。

「
四
征
」
将
軍
と
都
督

雛
晋
時
代
「
四
征
」
賂
軍
が
都
督
や
刺
史
と
結
び
つ
く
こ
と
な
く
間
半
猫
で
存
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が、

史
料
の
記
載
例
は
貫



に
統
一
が
な
く
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
断
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
但
し
大
部
分
の
「
四
征
」
開
府
軍
は
都
督
を
領
職
と
し
て
い
る
こ
と
、
叉
、

「
四
征
」
将
軍
は
民
政
長
官
で
あ
る
刺
史
に
も
輿
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
一
言
?
え
る
。
そ
の
場
合
も
、
貌
で
は
そ
れ
と
剣
断
で
き
る
例
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
晋
で
も
少
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
四
征
」
将
軍
が
そ
れ
自
身
で
固
定
的
な
管
轄
諸
州
を
持
ち
、
且
っ
そ
の
諸
州
の
都
督
、
刺
史
に
支

配
を
及
ぼ
し
う
る
と
の
剣
断
で
あ
る
が
、
先
に
事
げ
た
周
震
の
場
合
で
見
る
と
、
彼
は
鎖
東
賂
軍
、
都
督
揚
州
諸
軍
事
で
あ
り、

銀
東
将
軍
と

し
て
揚
州
以
外
の
各
州
の
都
督
、
刺
史
に
劃
し
て
も
軍
事
的
に
支
配
を
及
ぼ
し
う
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
彼
は
都
督
揚
州
諸
軍
事
と
し
て
揚

州
刺
史
を
軍
事
的
に
支
配
で
き
る
し
、
揚
州
内
の
軍
事
全
般
に
渡
っ

て
責
任
を
持
っ
て
い
る
が
、
鎮
東
将
軍
が
揚
州
を
越
え
て
東
方
の
諸
州
に

劃
し
て
軍
事
的
支
配
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
殊
更
、
都
督
揚
州
諸
軍
事
を
領
職
と
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
四
征
」

終
草
と
都
督
と
を
分
離
さ
せ
て
論
じ
る
場
合
、
こ
の
貼
の
理
由
の
説
明
が
成
し
難
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、

筆
者
は
既
に

@
 

三
園
貌
時
代
に
お
け
る

「
四
征
」

将
軍
と
都
督
と
の
関
係
を
若
干
論
じ
た
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、

「
四
征
」

賂
寧
と
都
督
と
の
結
び
つ
き
は
他
の

ど
の
将
軍
競
の
場
合
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
、
更
に
言
え
ば
、
南
者
の
結
び
つ
き
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
四
征
」
持
軍
は
他

- 97ー

の
将
軍
と
同
様
に
常
官
化
さ
れ
て
お
り
、
交
代
し
て
任
用
さ
れ
る
。

「四
征
」
将
軍
の
東
西
南
北
は
都
督
匿
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の

都
督
匡
は
一
州
位
の
規
模
に
分
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
都
督
は
管
轄
区
域
の
軍
事
に
闘
し
て
監
督
、
指
揮
す
る
役
割
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る

「
四
征
」
将
軍
は
都
督
を
領
職
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

軍
事
的
に
各
州
を
基
盤
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
割
外
戦
争
に
お
い
て
も
主
要
な
役

ヵ:割
を
果
た
し
て
い
る
。
但
し
、
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、

「
四
征
」
賂
軍
が
都
督
を
嬢
り
所
と
し
て
、
地
方
の
軍
事
を
贋
範
圏
に
結
集
し
て

横
大
化
の
方
向
を
と
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
都
督
の
管
轄
範
園
が
一
州
位
の
規
模
に
分
化
す
る
傾
向
は
述
べ
た
逼
り
で
あ
る

が
、
更
に
初
め
か
ら
「
四
征
」
将
軍
の
み
が
、
都
督
を
濁
占
し
て
領
職
と
せ
ず
、
都
督
が
「
四
征
」
将
軍
の
枠
を
出
て
、

他
の
将
軍
な
ど
の
領

職
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
が
進
展
す
る
と
、
「
四
征
」
将
軍
が
都
督
任
用
者
の
官
位
の
上
下
を
示
す
稿
競
に
成
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
晋
代
に
お
け
る
「
四
征
」
勝
箪
と
都
督
の
地
位
の
質
化
を
致
測
さ
せ
る
が
、
次
に
「
四
征
」
将
軍
の
官
口
問
、

と
の
関
連
に
燭
れ
て
お
き
た
し
に

「
四
征
」
将
軍
と
都
督
匡

423 
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『
通
典
』
職
官
、
規
官
口
問
表
に
依
れ
ば
、
第
二
品
に
は
「
諸
四
征
四
銀
車
騎
蝶

騎

将

軍

諸
大
勝
箪
」
と
あ
り、

第
三
口
聞
に
は
「
諸
征
銀
安

卒
賂
軍
」
と
あ
る
。
清
の
洪
飴
孫
の
『
三
園
職
官
表
』
で
は
、
四
征
、
四
銀
将
軍
を
二
品
、
四
安
、
四
卒
絡
軍
を
三
品
と
し
て
い
る
。
『
遁
凪
ハ
』

貌
官
品
表
を
文
字
通
り
解
稗
す
れ
ば
、
四
征
、
四
銀
将
軍
の
班
位
が
車
騎
、
壊
騎
将
軍
よ
り
高
位
に
あ
っ
て
二
品
で
あ
る
場
合
と
、
同
時
に
三

@
 

ロ
聞
の
四
征
、
四
銀
将
軍
と
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

『
宋
書
』

百
官
志
、
征
東
将
軍
の
僚
に
、

魚
体策
日
「
四
征
、
貌
武
帝
置
、
秩
二
千
(
石
〉
。
黄
初
中
、
位
次
三
公
。
漢
奮
諸
征
興
偏
稗
雑
披
向
。
」

と
あ
り
、

四
征
将
軍
、
恐
ら
く
四
銀
将
軍
も
到
の
初
期
、

文
帝
の
黄
初
年
間
、

三
公
に
次
ぐ
位
に
あ
り
、

他
の
ど
の
持
軍
蹴
よ
り
も
位
が
高

く
、
二
口
聞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
四
征
、
四
銀
絡
箪
は
、
四
安
、
四
卒
将
軍
と
と
も
に
三
品
の
将
軍
に
な
っ
て
し
ま
っ

@
 

た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
競
の
中
期
か
ら
後
期
に
至
る
と
、
石
昔
、
か
征
東
大
将
軍
か
ら
蝶
騎
賂
箪
と
な
り
、
王
剥
が
征
南
大
将
軍
、
儀
同

@
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三
司
か
ら
位
を
牒
騎
将
軍
に
進
め
、
郭
准
が
征
西
将
軍
か
ら
車
騎
持
率
、
儀
同
三
司
へ
、
越
般
が
征
西
将
軍
か
ら
蝶
騎
賂
軍
へ

と
な

っ
て
い
匂

四
銀
将
軍
は
、

車
騎
、
蝶
騎
将
軍
の
下
位
に
鞘
じ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
菅
代
を
通
じ
て
、
四
征
、
四
銀
将
軍
は
四
安
、

こ
と
、
即
ち
四
征
、

四
卒
将
軍
と
と
も
に
三
口
聞
で
あ
る
。

「
四
征
」
将
軍
は
、
東
西
南
北
に
よ
る
上
下
の
差
は
な
い
が
、
卒
、
安
、

銀
、
征
と
位
が
高
く
な
っ
て
い

- 98ー

き
、
四
征
銀
安
卒
将
軍
が
大
将
軍
と
な
る
と
二
品
、
更
に
開
府
す
れ
ば
位
従
公
と
な
り
、

三
公
に
次
ぐ
位
と
し
て
一
品
と
な
る
。
従

っ
て
「
四

征
」
将
軍
の
み
で
一
品
か
ら
三
品
ま
で
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

「
四
征
」
将
軍
と
同
様
に
都
督
と
結
び

つ
い
て
い

『通
典
』
貌
晋
官
品
表
に
依
れ
ば
四
品
で
あ
る
。
雑
競
と
稿
さ
れ
る
将
軍
蹴

る
将
軍
枕
に
、
東
西
南
北
の
中
郎
路
、
即
ち
四
中
郎
絡
が
あ
り
、

が
ま
だ
多
く
現
わ
れ
な
い
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
将
軍
統
の
中
心
は
五
品
将
軍
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
方
面
の
軍
事
に
携
わ
る
者
に
射
し
て
一
品

か
ら
四
品
ま
で
の
将
軍
践
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
考
察
に
お
い
て
、

四
中
郎
将
を
も
含
め
て
検
討
し
た
い
。

次
に
「
四
征
」
将
軍
と
都
督
匿
の
闘
連
を
見
る
。
そ
れ
を
表
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

と
し
て
の
鎮
所
の
地
理
的
位
置
と
関
連
し
て
お
り
、
説
、
西
耳目
に
お
い
て
は
、
首
都
洛
陽
を
中
心
に
し
た
東
西
南
北
の
地
域
が
考
慮
さ
れ
て
お

り
、
東
菅
に
お
け
る
嬰
化
は
、
都
を
江
南
、
建
康
の
地
に
移
し
た
こ
と
に
よ
る
。
説
、
西
菅
に
お
い
て
、
致
州
都
督
は
東
、
南
何
れ
か
を
冠
し

「
四
征
」
将
軍
の
東
西
南
北
の
匡
別
は
、
都
督



東菅 西菅 致 註
青揚 青揚

ナ11 州

議督 都督 議督 都督 東

主象 教

州 1'11 
都 者E

慶河江 督 督

州中州 河予測 弗l 南

北州 州

都都 都

督督 督

盆事象弗l 関 薙

中 涼
西|

州、If卜I:JH 都 者E
督 督

徐
票日幽 河

城督 者卒督E 

ゴヒ オヒ
ナ11 者E

督

(東耳目
一
は
都
督
匿
を
表
わ
す
)

菅
代
に
お
け
る
将
軍
競
と
都
督

付

将
軍
競
と
都
督
の
形
態

た

「
四
征
」
将
軍
競
と
結
び

つ
い
て
い
る。
一
東
菅
で

は
、
都
が
東
に
偏
っ
た
位
置
に
置
か
れ
、
東
西
南
北

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
刑
州
を
都
督
す
る
者
は
南
か

ら
西
に
饗
っ
た
の
に
、
剤
州
北
部
の
河
中
を
都
督
す

る
者
は
南
の
ま
ま
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
近
畿
に
あ

た
る
揚
州
都
督
匿
と
舎
稽
都
督
匿
を
都
督
す
る
者
に

は
、
東
を
冠
し
た
「
四
征
」
賂
箪
は
興
え
ら
れ
て
い

:
、。

ナ
ん

l
v

次
に
西
音
、
東
菅
時
代
に
お
け
る
絡
軍
競
と
都
督
の
結
合
紋
態
を
知
る
た
め
に
、
都
督
匡
別
に
質
例
を
拳
げ
加
。

西
膏
都
督
任
用
表
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袈
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背

・
徐
都
督

一魯

芝

一
銀
東

一

布

瑠

一
征
東
、
征
東
大

一

一芸

宝

仙

一
剛
東
大
↓
開
府
儀

一

一胡

威

一
前

一期

王

般

↑
大
司
馬

一下
到
王
晃
一

一

一燕

王

機

一
銀
東

一下
郊
玉
晃
一
銀
東

一

一梁

王

彫

一
安
東
、
征
東

一組

王

倫

一
征
東

↑院

坦

一
一中
東

一

石

出

宗
一
征
勝

一高
密
王
略
一
安
北

一

一党
陵
王
榊
一
一
件
東
、
術
、

車
騎

一萄

附

一
撫
軍

一
人
ト

l

一
斑
東
大
・
開
府
儀

一

般
邪
玉
谷

判

東

一

一

一

俵

一v

ほ
一

一
ト

日

一

一一
3

一

一
三

6
十

一h
H
5
6
一

一'
F

D

一

一A
q

u

一

一配
劃

l

石
川
下

川
一

一
都
督
、青

一
青
州

一ρ

お

-
(
都
督
)
徐
↓
+
一

に

8
一

区百

一

一

d

3

一

3

一

戸

一
監
、
青

一
揖円州

7

開
一

一
都
督
、
青
(
不
行
)
一

一

グ

旦

7

p

一

7

3

一

.
背
州
都
督

uw

均

一
都
督
、青
徐

幻

一
監、
背
徐

お

都
督
、
徐
究

4

一
監
、青
徐

か

一

一
位

、

徐

犯

一

一
都
督
、
青

幻

一
HH

徐

グ

一
グ

青

禿

臼

一
グ

青

一
段
、
徐

11 

拷
江

准 揚 揚
l北ナ['1州
:江江
1 西南

1/ 11 

グ揚

俵

11 

仮鮫仮候

八拝
見
州
)
グ

脊
州

一グ
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11 // 11 11 

場杜 羊北荘南~'1i北湾祭王何汝梁胡汝 王扶 I ~良王
(4) t海工陽陽海 z 安 商工 南 風 !(3) I邪

|王ム 王 王 王 ム 王 王ム王王 1 王

泣_lL.__耐ー 邦J U皇 lì{if 阻止基一周一笠む目黒_~ :ru_j呈監Ij~ i ~旦
銀鋲同征儀術!州 !安東鋲安卒 開卒安東 大卒右鋲 征 安 |州 (草卒
南南 南問 、1 者IlI南中 東南東 府東南中 司東 南 虜 東 l都 |騎 東

大大、車!督 l 自[)大 、儀、郎 馬 大 大 |督
・卒騎 I ¥1寺征同銀将 ・ " ~ 
開南 .i| 南 東 関安 i
府関 l 大 府東 |

儀府 i 一泊 h 
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銭 |

/ 都 銀 都 ρ 鋲都銀都大グ監都監都 |
'督許督 / 許督許督都グ主要 資 24賀 |
か語 昌語'昌 説昌琵賀 汲汲 i

( 強 会
|不 不 一 |
l行 行 田

珠海
~ I-I :1+1 

ググ ググググ 汐グ 11 1/ グググ グ 菅 グ グ
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6 グ
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密品 質 扶風 石 汝南 下羊 孟胡 虚 第 山 密局 王 劉 新野 装楚
(6) (5) 

王 王 王 五 王 王王

泰 充 駿竪亮 関 敦伊観奮欽 汚 第簡略澄弘歓 橋 建

者中~振威南卒安南 左 南卒
督

府
儀

大府

(使〉
俵

" " 
。"

邦j
j十|

使

" 
11 

" 

(
剤
州
〉

7

" 

使持
一
候

一
都
督
、河
北

一

一

都
督
、
江
北

一
候

一
監
、
(
汚
〉
北

一

一
都
督
、
江
北

一

一
監
、
河
北
七
郡

;江

;夏 1

l 相 i
ググググ菅 |

! 70 34 60 3 44 I 

西 |問 、西
)擦大

使

都
督
、秦
涼
(
不

行〉都
督
、
開
中

都
督
、
落
涼

使鮫

" " " " 11 11 " 吾 1

59 i 
HH
3

・“
11 11 11 

(7) 

35 59 

秦

王

東
一
鎮
西

俵

都
督
、
闘
中
↓
+

梁(都
督
、
tm梁
)

am官
-

C
U

一。。
-
n
tu
-

HH
4
・
印
一

hH
4
・回
一

hH

回
一

γ

n
i
-

-

3

一

11 

梁

王

監
征
西
、
征
西
大

一
征
西

・
開
府
儀
同

一

越

王

P
一
(征
西
大
〉

一

一
一中
西
(
鎮
西
〉
、
征

一

河
閲
王
願
一
西
大

一

梁

柳

一
鎮
西

一

守
闘
中

一
征
西
大
・
開
府
、

一

都
督
、
大
都
督
、

一

南
陽
王
模
一
太
尉

一

秦
潅
梁
盆

一

幽
州

・
弁
州
都
督

38 66 37 43 43 158 

詞 薪一主主IJ張唐太衛
著書 原
玉 王

混 騰 i愛弘華彬輔 E甚

大 寧 寧 寧安 右 征
将 北 朔 朔 北 北
軍、、大
、 安 安

太 北 北
尉

監↓都都都
、+督督督

弗l寧、
弗l弗l

警盆湘

蚕室

鄭

減

(8) 

督

銀
関
中

都
督
、
幽
↓
+
卒

監
、
井

監
、
幽

都
督
、
幽

監
、
幽

都
督
、
幽

都
督
、
弁

都
督
、
弁
↓
+
紫

持持候持使俵

38 

梁 越山 高彰高
密域陽

王 王 王王 王
彫倫務 泰権 珪

北 卒 北 安 北
中北中北 w 中
郎、 郎 郎
将安絡 将

オヒ

園、
鄭
城
守

基
尺
鄭
城
守

、鄭
城
守

40 37 

N 

" 
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幽
州

弁
州

38 59 43 ググ 37
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南成河
l湯 都閃
王王王
模穎顕

北北卒北
中大北中
郎 ・ぷ郎
終盟主 JI寺

川大
儀 、
同征

寧
北

(
西
菅
時
代
)

一
監
、
那
城

一
鎖
郷

一
鍛
郷

↑
都
督
、奨

1/ //ググ

4 

437 5θ59 

l 新丁和務
奈掌
主王
町宮紹郁織

! 草寧安鋲
| 騎北北北
| 、大
| 征
| 北

都
督
、郊
城
守

鎖
郷

監
、
実

都
督
、
鄭
城
守

都
督
、
司
糞

仮

都
督
諸
箪
事
の
形
態
、か
主
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
揚
州
都
督
、
刑
州
都
督
、
開
中
都
替
で
あ
る
。

は
、
青
・
徐
都
督
、
預
州
都
督
、
河
北
都
督
、
幽

・
弁
都
督
で
あ
る
。
議
州
都
督
で
は
、
都
督
の
最
高
位
を
示
す
大
都
督
を
興
え
ら
れ
た
例
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
特
例
で
あ
る
。

鄭
城
守
諸
軍
事
は
督
諸
軍
事
の
形
を
取
る
こ
と
が
多
い
の
で
「
都
城
督」

と
稿
さ
れ
る
が
、

僅
か
な
が
ら
、

監
諸
軍
事
、
都
督
諸
軍
事
の
例
も
あ
る
。

都
督
、
監
諸
軍
事
の
二
形
態
を
と
る
の
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西
広田
都
督
と
将
軍
蹴
な
ど
の
結
合
例
を
ま
と
め
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
都
督
諸
軍
事
の
場
合
、
「
四
征
」
将
軍
(
一
品
J
三
口
問
)
を
中
心
に
、

そ
の
外
、
大
司
馬
、
大
路
軍
、

壊
騎

・
車
騎

・
街
将
軍
(
開
府
儀
同
三
司
の
者
も
い
る
)
、
撫
軍
将
軍
、
左
将
軍
、
寧
朔
将
軍
、

寧
北
将
軍
、
東
中

郎
時
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
一
口
問
か
ら
四
品
に
及
ぶ
が
、

主
た
る
結
合
は
、
三
品
の
四
安

・
四
卒
将
軍
よ
り
上
位
の
将
軍
践
で
あ
り
、
「
四
征
」

将
軍
、
が
中
心
で
あ
る
。
監
諸
軍
事
の
場
合
は
、
四
安

・
四
卒
持
軍
、
前

・
右
将
軍
、
征
虜
将
軍
、
寧
朔
賂
軍
、
振
威
将
軍
、

北
中
郎
賂
な
ど
が

結
び
つ
い
て
お
り
、
三
品
か
ら
四
口
聞
に
及
ぶ
が
、
主
睦
は
三口
聞
の
将
軍
で
あ
る
。

督
諸
軍
事
が
現
わ
れ
る
の
は
、

鄭
城
守
だ
け
で
あ
り
、
北
中

郎
賂
(
四
品
〉
と
結
び
つ
く
こ
と
が
多
い
が
、
安
北
・

卒
北
将
軍
も
興
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
監
、

督
諸
軍
事
の
時
軍
蹴
の
上
限
は
、
四
安

・

四
卒
の
三
品
の
将
軍
で
あ
り
、
下
限
は
四
品
の
将
軍
で
あ
る
。

東
温
目
都
督
任
用
表
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何劉謝王王都王 | 司，馬 謝桓 王 殿何庚 王 l
無牢 (2) 姓名

(1) 

五 土瑛謹苔情釘 富喜匡 顛フ巳 安 Y中述 浩充 oJc含

右北銀 軍銀 左、軍銀♀輩、ーノ 後太保衛事)2i監E軍中 征再 軍中 盆需)征時 征更征東大〉 賂
箪銀 E 間 E関 衛 富章 、皇監 軍

同同↓ 書向録 書監中 競

(持、ー"※ 俵仮 11 グ候 節
、ーノ

書主奇 耳書 目f知国民著重を全 量書童邪書語噌、甥持費者傷

都

東舎稽 五新
五郡江

州主ー川州 江 徐州 海第徐充 徐r務揚充 西盟督郡五東
郡五

史稽曾内 グ グ 揚
f揚、 〆司、企抑s. "" 〆戸、
務ググ グ揚、.__/、、_./ O 、.__/ 、.__/ 刺史

11 /1 // 1/ /f J/ 11 /1 1/ 11 1/ 奄
9 9 7 6 史料-・ ・.

85 84 79 93 65 67 76 10 79 74 75 77 77 73 98 

王 桓桓 桓桓謝庚 庚 劉温1M. 王 稼耳主 孔 司
(3) ，馬

東音、-./

王 喜f、、江
靖 休之検伊問 f中 雲 向翼 oJc 胤 嶋倉 敦端

輔 宕軍、.__/ 建
南

郎賂雨中 雲日
車卒府卒卒

同大東銀 南卒
者督ナトE| タ道;r: ，..管「

園 威 中 騎南儀南 南
民日 向 、

区
将

騎摂

府儀開
開

グ 俵 11 俵 持
持

/f 仮 復使 候

都賀 十郡都貴 稼州督制西夏間~都賞 督語盆薙等都督記 郡梁交底都督、 都督 都督 都督 交民都督 都督 督督

同時記司州 江江江
語江

州州 ・ 三 州沖IJ'橡固 刑 務州主弗寧Zユ主l ‘ 

四四弗l 郡 )11南汝州 郡 梁司 湘弗l
郡郡州 ・ 江 四

f旬、
江1/ 1/ 1/ 江 I1 11 // /f グ グ江

、ーノ

11 11 /f /f 11 // /1 /f ググ 菅 グ菅
8 7 

75 81 74 74 74 79 8 73 81 67 70 98 64 54 37 
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河

事 |南
督 !中
区 |郎

! ~守

，...._※ 

| 持

!じ督江入川陽督州+著書安江都

)員袋詰司雲記長見詰喝賢
悦督以汝時 弘瀕告義語

議室南州 産川陽陽二

!一回一一-ZZ盟哩一盟L盟盆1'1'1
1ρ 

l宋

I 47 

何

無

思
一
(
右
)
、
銀
南

庚

悦
一
建
威

叩
早
世
田孟

懐

玉 毅
一
術

・
開
府
儀
同

(4) 
ァ←
同

撫卓倍忠

商安南南
中南中中
郎郎自E
H守将絡

卒
南

甘任周桓庚

撃宣
一
南
中
郎
将

賢
一
輔
園
、
南
中
郎
将
、

重
一
征
勝

毛陶

閥的
一
南
中
郎
将

L
(建
武
)
、
南
中
郎

主
将

謝裳

喬
一
建
武

桓

沖
一
一
事
朔
、
征
世
間

長壁省資督持j監|
汚梁可河fOI~lÌi 
~監北(仏北i
畑 、 】河北、|

)都l
北北督1

江
夏
相
7苔 通グググ

鑑

82 73 9258 70 98 

候

督
、
間
義
陽
二
郡

監
、
江
夏
随
義
陽

三
郡

督
、

N 

督
、
河
中
諸
成
江
一

夏
随
義
陽
三
郡

-

督
、
剃

・
濃

・
量
二
郡
太
一Y

七
郡

一守

一J

江

1/ 

1/ 

宋菅

梁1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

11 

1/ 

1/ 

85 52 85 81 66 79 83 74 

(冠
軍
〉

一劉一桓

お

一毛

憲

祖

語
崇

・
羅

友毛

穆

之 監

(
征
虜
)

建
威
、
右

毛

武

生

一
(冠
軍〉

朱

序
一
南
中
郎
終

都

依
一
建
威
、
征
虜

楊

後

期

ヨ

暢

一
輔
園

毛

徳

間
一
冠
軍

ω
慶
州
都
督
匡

Z
一
一φ
南
、
征
南
大

-

U
一
開
府
儀
同

尻町
一
安
南

額
一

放
一
揚
威

陶郵郵院院劉王

逸獄写

建南建銀
威武南

征
虜

卒

使

褒
陽
都
督

督
、
揚

・
剤
・

薙

七
郡

都
督
、
刑
州
・
汚

中
、
揚
州
・

義
城

監
、
汚
中

都
督
、
薙
梁
河
中

九
郡

梁
秦
出
棺
司
剣
揚

弁
、
隣
上

都
督
、
梁
薙
秦

督
、
八
郡

督
、
九
郡

監
、
河
中

督
、
汚
中
七
郡

監
、
河
北

持候鮫

監督都監 u 都都
ぷぷ督示ケ督督 (
" v 、y 、、、 i

E奇蹟交 か庚交 |
↓会民 会 |
+ど:g 二~. I 
寧 54g J

プヌf、l

交グ庚官|

1/ 1/ 

三守義
梁郡成

大太
1/ 1/ ~ 

薙
、
秦

7

F産蹟1/ 11 

1/ 

-104ー

73 74 

1/ 

82 1/ 

1/ 

81 

1/ 

9 

グ

9
・
創67 

言;

グ 81 グ 49 1/ 6 66 ' 81 99 84 

1/ /1 1/ 1/ 1/ 1/ 
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桓桓 桓 桓庚庚 陶 王王 甘 王 王 | 王 張椿呉桓孔

石
(6) 

銀裕隠

民沖 害奇温翼亮 侃針演卓含告予 之裕 之 之玄涯

益威面 〈葺宮 聞府征西、 〈吉 聞府♀口安西西、安西、 征酒 太尉 征大西 卒西南卒 銀南大 街瞳聾 震建建吉建征
武威威虜

征征
西)西太
大 大 /M 

持 使 俵 持グ俵使 俵 グ使 11 11 

督，郡都賀都賀督Ei盆寧監、都賞都賛都賞 都賛 都賞都賛都賀 都賢 二ρ 者賀E都賀監詞 都督督、// 都督督、都督
交 、

州 七六州 揚邦FEl 六四 六六八七弗l弗lグ 弗j汚州 交慶 p 交度交
ナ11州、 州 11州 州 州 州 潅 梁 南 富 度庚(庚

十= 監 バヨ、
不

郡 一 梁
ノrr
、ノ

守城裂 剤
-江弗l

グ 弗IHミ2-ラ邦州牧l 汐 弗j11 グ弗j務、 ・ ・ 11 11 11 11 11 11 11 

太 弗j江
1/ 1/ 11 11 11 11 11 1/ /1 1/ //菅 11 11 宋 1/ 1/ 1/ 

9 8 

グ 74 74 98 1/ 73 66 76 6 70 98 76 92 53 52 10 99 78 

州

W

紬郎
州
都
督
匡

一

一

一

一
致

一

庚

亮

平

西

一持

・
旦
欄
督
、
縁
、揚
・二
一超

一
城
内
一
菅

白一
建
武
、
西
中
郎
将

一

一
監
、揚
州
江
西
四
一宣
域
内
一γ

王

允

之

(俵
節
)

一

一
郡

一史

一

西
中
郎
終

桓桓桓桓股 王 桓

石 イ中石

謙 康振偉堪悦度

西西銀安遠振建
中中西西威 武
郎郎
j降将 鷹

揚

寧

垣

玄

後

司 劉貌

長 道詠

之 規 之

卒同(征(
西 )征需輸

西口園
大 」く

開建

震時

安リ
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司
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(東
菅
時
代
〉

揚
州
都
督
匡
の
範
囲
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
都
督
諸
軍
事
の
形
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
太
保
も

膜
騎

・
術
将
軍
(
開
府
儀
同
三
司
の
者

も
い
る
)
、
中
軍
将
軍
、
征
勝
賂
軍
な
ど
一
口
問
か
ら
三
品
の
位
が
興
え
ら
れ
る
外
に
、
中
書
監

さ
一
品
〉
の
如
く
、
内
官
を
粂
ね
て
い
る
者
も
い

る
。
他
の
都
督
匡
で
は
、
都
督
、
監
、

督
諸
軍
事
三
形
態
が
見
ら
れ
る
が
、
剤
州
、
徐
州
都
督
匡
で
は
都
督
諸
軍
事
が
主
で
あ
り
、
刑
州
都
督

支
配
下
に
あ
る
問
中
都
督
で
は
、

督
諸
軍
事
の
形
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

東
菅
に
お
け
る
都
督
と
将
軍
披
な
ど
の
閥
係
を
ま
と
め
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
都
督
諸
軍
事
に
射
し
て
は
、

「
四
征
」
将
軍
を
中
心
に
し

て
、
太
保
、
太
尉
、
特
準
及
び
腰
騎

・
車
騎

・
街
将
軍
(
各
々
の
開
府
儀
同
三
司
、
中
に
は
車
騎
大
将
軍

・
開
府
と
い
う
場
合
も
あ
る
〉
、

西
・
北
中
郎
服
、
中
寧

・
鎖
寧

・
撫
軍
略
軍
、
後

・
右
将
軍
、
征
勝

・
冠
軍

・
輔
園
将
軍
、
右
軍
略
軍
、
建
威

・
振
威
将
軍
、
建
武
将
軍
な
ど

下
位
で
は
、

一
品
か
ら
四
口
聞
に
及
ん
で
レ
る
。
全
世
と
し
て
は
「
四
征
」
将
軍
を
中
心
と
し
た
二
、
三
品
の
M
m
軍
腕
が
主
睦
と
な
っ
て
い
る
。
監
諸
軍
事
で

は
、
撫
箪
賄
軍
、
西

・
南
・
北
中
郎
時
、
征
勝

・
冠
寧

・
龍
雌
将
軍
、
建
威

・
振
威
略
軍
、
建
武
持
軍
な
ど
が
あ
り
、
鷹
揚
持
軍
が
五
品
の
将

軍
と
し
て
一
例
登
場
し
て
お
り
、

三口
聞
か
ら
五
口
聞
に
及
ん
で
い
る
。
四
中
郎
鰐
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
四
中
郎
持
に
つ

-108一

い
て
は
後
述
す
る
。
督
諸
軍
事
に
封
し
て
は
、
安
南

・
安
西
将
軍
、
南
・
西
中
郎
勝
、

左

・
右

・
後
将
軍
、
征
勝

・
冠
箪

・
輔
園
将
軍
、
応部T
朔

時
軍
、
建
威

・
振
威

・
揚
威
絡
軍
、
建
武
・
振
武
将
軍
な
ど
、
三
品
か
ら
四
口
聞
の
賂
軍
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
監
諸
軍
事
、

督
諸
軍
事
に
輿
え

ほ
ぼ
同
じ
三
品
、
四
品
の
将
軍
腕
で
あ
っ

て
、
監
諸
軍
事
の
方
に
四
中
邸
時
、か
多
い
と
言
え
よ
う。

こ
れ
を
西
菅

ら
れ
る
賂
軍
蹴
の
中
心
は
、

時
代
の
都
督
と
将
軍
蹴
の
結
び
つ
き
と
比
較
す
る
と
次
の
如
く
指
摘
で
き
る
。
東
菅
時
代
に
お
い
て
は
、

各
都
督
匿
に
お
い
て
、
都
督
の
三
形

態
へ
の
分
化
が
進
み
、
都
督
諸
軍
事
は
二
、
三
品
の
将
軍
慌
が
中
心
と
な
る
が
「
四
征
」
将
軍
ば
か
り
で
な
く
、
上
下
の
将
軍
践
を
康
範
囲
に

興
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
監
諮
軍
事
、
督
諸
軍
事
は
三
口
聞
の
将
軍
を
上
限
と
す
る
が
、
監
話
軍
事
と
四
中
郎
賂
の
結
び
つ
き
が
増
加

し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
四
中
郎
時
の
地
位
の
鎚
化
に
つ

い
て
見
て
お
き
た
い
。



仁)

四
中
郎
絡
の
地
位
の
饗
化

四
中
郎
賂
は
説
時
代
に
は
督
諸
軍
事
の
み
と
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
西
菅
時
代
に
な
る
と
唯
一
の
督
諸
軍
事
で
あ
る
督
鄭
城
守
諸

軍
事
と
結
び
つ
く
場
合
の
多
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
西
菅
時
代
に
は
四
中
郎
賂
が
都
督
、
監
諸
軍
事
と
結
び
つ

い
た
例
も
僅
か
で
は
あ
る

が
出
て
く
る
。

玉
津

東
中
郎
賄
、
監
准
北
諸
軍
事
、
鎮
許
昌
(
『
青
書
』
四
二
)

王
凌

東
中
郎
持
、
鎮
許
昌
〈
『
音
書』

一一一九〉

卒
昌
公
模

東
中
郎
持

(『
E

日書』

四
)

荘
王
確

東
中
郎
勝
、
都
督
致
州
諸
軍
事
、
鎮
許
昌
(『青
書』

三
七
〉

東
中
郎
絡
、
使
持
節
、
都
督
揚
州
江
西
准
北
諸
軍
事
令
官
書
』

三
五
)

-109-

回
口
に

n
uド

副
司
A
V

刀ロ

東
菅
時
代
に
お
い
て
四
中
郎
絡
は
、
都
督
、
監
、
督
諸
軍
事
と
な
っ
て
い
る
が
、

監
諸
軍
事
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
都
督
諸
軍
事
に
な
っ

た
場
合
は
、
刑
州
、
預
州
、
徐
州
都
督
匿
に
お
い
て
見
ら
れ
、

監
諸
軍
事
に
な
っ
た
場
合
は
、

更
に
江
州
、
河
中
都
督
匡
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
。
こ
れ
を
全
世
か
ら
見
る
と
、

四
中
郎
絡
は
監
諸
軍
事
に
な
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

そ
の
持
軍
競
と
し
て
の
地
位
が
質
質
的
に
上
昇
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
遁
典
』
の
説
、

E

目
、
宋
官
品
表
や

『
宋
書
』
の
百
官
志
で
は、

四
中
郎
絡
は
四
品
と
し
て
記
載
さ
れ
、
貌
か
ら
宋

に
至
る
ま
で
四
品
で
あ
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
次
に
そ
の
官
品
の
検
討
に
移
る
。

現
に
お
け
る
四
中
郎
持
任
用
者
の
官
歴
を
必
要
部
分
の
み
取
り
出
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

蒋
済

東
中
郎
賂
↓
散
騎
常
侍
全
一品
)

北
中
郎
勝
、
使
持
節
、
督
幽
井
諸
軍
事
↓
振
威
賂
軍
(
四
ロ
巴
、
偲
節
、
都
督
河
北
諸
軍
事
(『貌
士山』
二一

)

(
『
貌
志
』
一
四
〉

呉
質

435 

李
胤

御
史
中
丞
(
四
品
)
↓
西
中
郎
略
、
督
開
中
諸
軍
事
↓
河
南
安
(
三
口
問
〉

(『耳目
書
L

四
四
)
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こ
れ
ら
の
例
か
ら
貌
時
代
四
中
郎
持
は
四
口
聞
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
同
じ
く
西
菅
時
代
の
例
を
見
る
。

高
陽
王
珪

山
詩

王
j軍

東
中
郎
牌
↓
征
虜
将
軍
(
三
口
問
〉

(『耳
肩
書
』
四
二
)

北
中
郎
勝
、
督
鄭
城
守
諸
軍
事
↓
向
書

(三
口問)、
右
僕
射

さ一口
m)

実
州
刺
史
、
加
寧
遠
路
軍
(
五
口同
〉
↓
北
中
郎
絡
、

督
鄭
城
守
事
↓
侍
中

(
一
ニ
品
)
、
向
書

(三
日間)

(『耳日常一日』

三
七
〉

(『音
書
』

四
三
〉

一
雁
西
菅
時
代
、
四
中
郎
絡
は
四
品
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
東
菅
時
代
の
例
を
見
る
。
東
菅

時
代
の
都
督
に
関
連
す
る
陥
軍
官
品
表
を
、
二
、
三
、
四
日
間
に

つ
い
て
作
成
す
る
と
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
四
中
郎
絡
が
A
、
B
の
位
置
に
く

⑪
 

る
と
考
え
ら
れ
る
史
料
が
最
も
多
い
。
例
え
ば
庚
惇
と
肢
希
が
輔
闘
将
軍
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
西
中
郎
持
、
北
中
郎
持
へ
践
を
進
め
て
い
る
。
朱
序

@
 

は
征
虜
将
軍
か
ら
南
中
邸
時
へ
進
ん
で
い
る
。
A
の
位
置
と
考
え
ら
れ
る
例
は
、
議
王
承
が
輔
闘
将
軍
か
ら
左
賂
箪
へ
、
そ
し
て
南
中
郎
賂
へ

@
 

と
進
ん
だ
例
が
あ
り
、

B
の
位
置
と
考
え
ら
れ
る
例
は
郭
駄
が
征
勝
将
軍
か
ら
北

@
 

中
郎
賂

へ
、
そ
し
て
後
将
軍
へ
と
進
ん
だ
例
が
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
東
菅
初
期
の

例
で
あ
る
が

A
B
何
れ
と
も
決
し
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
中
郎
持
が
三
口聞の

こ
れ
ら
の
諸
例
は
西
菅
初
期
の
も
の
で
あ
る
が、

東
膏
将
軍
官
晶
表

続寧JI守

昔話
大
l将

軍

事塁車相官

CJ 
ロロ

B 右左後 前 lA l i 

騎

四四撫鎖中四四

卒安軍軍軍鋲征

龍輔冠 征

E奇

四寧五

駿図軍民事 一

五

CJ 
ロロ
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朔

時
軍
と
し
て
前

・
後

・
左

・
右
賂
軍
の
前
後
の
位
に
あ
っ

た
こ
と
は
確
買
で
あ

@
 

り
、
東
菅
時
代
に
入
っ
て
、
将
軍
と
し
て
の
位
を
四
品
か
ら
三
品
へ
と
進
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。
先
に
四
中
郎
賂
が
督
諸
軍
事
か
ら
監
諸
軍
事
へ
と
結
び
つ
き
を
多

威

く
し
、
都
督
と
し
て
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
の
を
見
た
が
、

武

位
の
嬰
化
に
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
が
官
品
上
の
地

『五図
書
』
職
官
志
に、

田
中
郎
勝
、
並
後
漢
置
、
歴
貌
及
菅
、
並
有
其
職
、
江
左
蒲
重
。

と
あ
る
の
は
、

四
中
郎
賂
の
こ
の
よ
う
な
紋
態
を
示
し

『
宋
書
』
百
官
志
上
、

凌
江
将
軍
の
項
に
、



自
左
右
前
後
賂
軍
以
下
至
此
四
十
瞬
、
唯
四
中
郎
賂
各
一
人
、

徐
皆
無
定
員
。

と
あ
る
が
、
菅
代
に
も
四
中
郎
絡
は
各
々
定
員
が
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

伺

都
督
の
将
軍
競
の
意
義

貌
の
時
代
、
都
督
の
形
態
と
し
て
は
、
都
督
諸
軍
事
が
主
と
な

っ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
が
「
四
征
」

将
軍
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
、
貌
時
代
、
主
と
し
て
「
四
征
」
持
軍
が
都
督
を
領
職
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
都
督
諸
軍
事
が
「
四
征
」

将
軍
の
枠
か
ら
は
み
出
て
、
上
位
、
下
位
の
将
軍
と
結
び
つ
く
こ
と、

監
諸
軍
事
、

督
諸
軍
事
が
四
中
郎
賂
を
も
含
め
て
、
三
、

四
品
の
将
軍

と
結
び
つ
く
こ
と
な
ど
、
僅
か
な
が
ら
も
西
菅
時
代
以
降
へ
の
偶然
化
の
萌
し
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
東
菅
時
代
に
至
り
、
上
述
し
た
よ
う
な
展

開
を
見
せ
、
都
督
が
形
態
の
分
化
を
遂
げ
つ
つ
、
「
四
征
」
将
軍
ば
か
り
で
な
く
、
四
中
郎
賂
と
も
結
び

つ
く
こ
と
が
多
く
な
り、

更
に
上
位
、

下
位
の
賂
軍
競
な
ど
と
も
贋
範
固
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
「
四
征
」

将
軍
暁
は
、
将
軍
蹴
睦
系
の
中
で
、

上
下
関
係
を
示
す
鰐
軍

競
と
い
う
性
格
を
よ
り
一
一
層
帯
び
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
筆
者
は
以
上
の
考
察
に
お
い
て
、

将
軍
競
が
都
督
に
輿
え
ら
れ
る
と

か
、
結
び
つ
く
と
か
些
か
不
用
意
な
言
い
方
を
し
た
と
思
う
。
東
菅
時
代
に
な
っ
て
も
形
式
的
に
は
持
軍
が
都
督
を
領
職
と
し
た
の
で
は
あ
る

が
、
た
だ
都
督
を
領
職
と
す
る
将
軍
な
ど
が
、
「
四
征
」
将
軍
以
外
に
も
上
下
に
渡
っ
て
康
が
り
を
見
せ
、
あ
た
か
も
都
督
が
中
心
的
存
在
で
、

そ
の
都
督
に
賂
軍
披
が
興
え
ら
れ
る
よ
う
な
獄
態
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
四
中
郎
持
の
地
位
の
嬰
化
に
つ

い
て
見
た
よ
う
に
、
四
中
郎

時
が
都
督
を
領
職
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
督
と
し
て
の
活
躍
の
場
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
、
四
中
郎
賂
の
地
位
が
上
が
り
官
品
に
援
化
を
も

た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
逆
で
は
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
領
職
と
し
て
の
都
督
の
機
能
が
重
要
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
都
督
と
結

び
つ
い
て
い
る
賂
軍
肢
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
代
、

将
軍
競
は

軍
事
措
嘗
者
の
資
格
、

権
限
ば
か
り
で
な
く
、

官
僚
組
織
の
中
で
の
上
下
関
係
を
も
表
わ
す
役
割
を
持
っ
て
い

437 

た
。
そ
れ
は
文
官
と
武
官
と
が
同
一
の
官口
問
臨
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
質
際
の
人
物
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の
官
歴
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

山
濡

奉
車
都
尉
(
六
品
)
↓
加
寧
遠
賂
箪

(五
口問)
・
巽
州
刺
史
(
四
・
五
口山
)
↓
北
中
郎
賂
(
四
日
凶
)
・
督
郡
城
守
事
↓
侍
中
〈
三
品
)
↓

向
書

(三
品
)

(『E
百書
』
四一
二
)

虚
欽

都
督
河
北
諸
軍
事

・
卒
南
持
軍

合
一
口
問
)
・
偲
節
↓
向
書
僕
射

さ一
品)、

(『奇
書
』
四
四
)

加
侍
中

合
一
口
問
)
奉
車
都
尉
(
六
口
問
〉
、
領
吏
部
会
一口問)

向
雄

御
史
中
丞
(
四
品
)
↓
侍
中

(
三
口
叩
)
↓
征
虜
将
軍
(
三
日
間
)
↓
河
南
省
J
2
一
品
)

(『耳
目
指
と
四
八
)

都
堕

輔
園
将
軍
会
一
品
〉

・
都
叔回…先
州
諸
軍
事
↓
領
軍
時
軍

全
一
口
凹
)
↓
向
書
(
三
品
)
(
不
行
)
↓
安
西
将
軍
(
三
品
)
・
究
州
刺
史

(四
・

五
品
)
・
都
督
揚
州
江
酋
諸
軍

・
偲
節
↓
向
書
令
(
三
日間
)
↓
車
騎
将
軍
(
二
品
)
・
都
督
徐
究
室
内
三
州
軍
事

・
亮
州
刺
史
・
慣
節
↓

王
坦
之

車
騎
大
将
軍

・
開
府
儀
同
三
司
(
一
品
)
・
(都
督
・
刺
史
〉
↓
司
空
↓
太
尉
(『音
書
』
六
七
)

左
術
持
軍
(
四
口
問
〉
↓
中
審
令
(
三
口
問
)
・
領
丹
楊
安
全
一
品
)
↓
都
督
徐
一元
主円
三
州
諸
軍
事

・
北
中
郎
将
(
三
日間)
・
徐
克
二
州

刺
史
(『耳白書
』
七
五
)

こ
れ
ら
の
例
は
、
官
僚
と
し
て
任
官
し
て

い
く
中
で
、
中
央
文
官
の
官
品
が
将
軍
慌
の
官
品
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
欣
況
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
官
界
で
の
責
格
は
、
こ
の
将
軍
銑
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
山
濃
の
督
都
城
守

事
は
四
品
、
慮
欽
の
都
督
一内
北
諸
軍
事
は
三
品、

部
監
の
都
督
徐
菟
青
三
州
軍
事
は
二
品
、
績
い
て
一
品
の
資
格
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
騨
で
き
る
と
す
れ
ば
、
都
督
の
三
形
態
と
持
軍
競
に
つ

い
て
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
東
菅
時
代
で
は
、
都
督
諸
軍
事
と
結

都
督
は
将
軍
の
領
職
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

び
っ
く
将
軍
統
は
一
品
か
ら
四
品
に
及
ぶ
け
れ
ど
も
、
全
般
的
に
見
る
と

「
四
征
」

将
軍
を
中
心
に
し
た
二
、
三
品
の
将
軍
肢
が
主
位
と
な

っ

て
い
た
。
従
っ
て
都
督
の
資
格
と
し
て
は
二
、
三
品
の
も
の
が
主
践
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
都
督
諸
軍
事
は
昇
進
に
よ

っ
て

最
終
的
に
は
二
品
将
軍
を
輿
え
ら
れ
(
開
府
位
従
公
一
口
問
は
特
別
)
、

二
品
の
資
格
を
持
ち
う
る
職
務
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
持
節

@
 

と
都
督
と
の
結
び
つ
き
が
一
般
的
と
な
っ
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
『
逼
典
』
職
官
、
菅
官
口
問
表
の
第
二
口
聞
の
候
に

「詰
持
節
都
督
L

が
記
載



さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
部
に
あ
っ
て
は
、
持
節
、
都
督
諸
軍
事
が
二
ロ
聞
で
あ
る
か
の
如
く
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
が
そ
の
よ
う
な
記
載
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
に
解
し
て
、
監
、
督
諸
軍
事
に
輿

え
ら
れ
る
賂
軍
蹴
は
三
品
か
ら
五
品
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
主
睦
は
三
、
四
品
で
あ
り
、
監
、
督
諸
軍
事
は
最
終
的
に
三
口
問
の
将
軍
蹴
を
興

え
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
三
品
の
資
格
を
持
ち
う
る
職
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ

て
『
通
血
ハ』

の
記
載
を
も
っ
て
、

菅
時
代
、
持
節

の
都
督
が
す
べ
て
二
品
で
あ
る
と
一
律
に
解
樟
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
。

お

わ

り

「
四
征
」
将
軍
は
、
貌
時
代
、
領
土
内
の
四
方
面
に
お
い
て
内
凱
外
冠
に
嘗
た
る
た
め
に
、
都
督
を
領
職
と
し
て
活
躍
し
た
。

「
四
征
」
将

軍
挽
自
鐙
は
そ
れ
だ
け
で
一
品
か
ら
三
品
の
資
格
を
持
っ
て
お
り
、
都
督
を
職
務
と
し
て

「
四
征
」
将
軍
だ
け
で
位
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、

qo 

初
め
は
「
四
征
」
将
軍
と
四
品
の
四
中
郎
絡
だ
け
で
地
方
の
軍
事
に
嘗
た
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
西
音
、
東
菅
時
代
の
内

憂
外
窟
の
縫
起
す
る
朕
況
は
、
地
方
に
お
い
て
軍
事
を
最
優
先
の
課
題
と
さ
せ
、
都
督
の
職
務
の
重
要
性
は

一
層
高
ま
る
。
東
菅
時
代
、
四
中

郎
持
は
領
職
で
あ
る
都
督
の
役
割
が
宿
し
た
結
果
、
官
ロ
聞
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。
都
督
匿
の
横
大
、
分
化
、

都
督
自
身
の
形
態
分
化
な
ど
都
督

制
度
の
護
展
も
見
ら
れ
る
。

形
式
的
に
は
持
軍
が
都
督
を
領
職
と
し
て
い
る
が
、

都
督
を
領
職
と
す
る
将
軍
は
「
四
征
」
将
軍
以
外
に
も
上

位
、
下
位
に
康
が
り
、
外
見
は
あ
た
か
も
都
督
が
中
心
的
存
在
に
な
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朕
態
に
な
る
と
、

「
四
征
」
賂
軍

披
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
賂
軍
蹴
佳
系
の
中
の

一
将
軍
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
一
層
柏
市
び
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
特
色
が
失
わ
れ
た。

叉
、
そ
う

し
た
都
督
と
結
び
つ
く
将
軍
暁
を
検
討
す
る
と
、
領
職
と
し
て
の
、
都
督
・
監
・

督
諸
軍
事
の
官
界
で
の
地
位
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

都

督
諸
箪
事
は
二
品
の
、
監
・
督
諸
軍
事
は
三
品
の
資
格
を
持
ち
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
賂
軍
競
瞳
系
は
、
将
軍
腕
の
虚
競
化
の

問
題
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
更
に
検
討
し
た
い
。

439 
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註①
本
稿
で
は
、
都
督
州
(
郡
)
諸
軍
事
(
外
に
監
諸
軍
事
、
督
諸
軍
事
の

形
態
が
あ
る
。
)
を
都
督
と
m
附
す
る
。

②

殴

耕
笠
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
三
、
四
(
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
暮
刊
之
四
十
五
、

一
九
六
三
%

③
本
稿
で
は
、
征
東
、
征
南
、
征
西
、
征
北
、
銀
東
、
銀
南
、
銀
西
、
銀

北
、
安
束
、

安
筒
、
安
西
、
安
北
、
卒
東
、
卒
南
、
卒
西
、
卒
北
、
各
将

軍
及
び
、
各
々
の
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
の
場
合
も
含
め
て
「
四
征
」

将
軍
と
略
抑
制
す
る
。

④
越
智
重
明
「
耳
目
代
の
都
督
」
(『
東
方
皐
』
第

一
五
輯
、
一
九
五
七
)
。

⑤

宮
崎
市
定
『
九
口
問
官
人
法
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
五
六
)
第

三
章、

一
二
、
将
軍
披
の
設
達
。

@
『
奮
剤
日
』
谷
三
四。

⑦
『
耳
目
書
』
径
四
二。

③
註
⑤
に
同
じ
。

@
『
冨
白
書
』
径
六
一

。

⑮
『
通
典
』
径
一
ニ
六
。

⑪
⑫
『
通
典
』
径
三
七
。

⑬
本
稿
で
の
「
四
征
」
将
軍
と
同
じ
。

⑬
『
宋
書
』
径
三
九
、
百
官
志
上
、
持
節
都
督
の
項
。

⑮
前
個
別
殿
氏
著
書
、
上
編
三
、
第
二
章
、

ω都
督
。

⑮
『
音
書
』
径
二
四
。

⑪
『
陥
書
』
品
位
二
六
。

⑬
般
氏
前
掲
書
、
上
編
三、

第
二
章
、
川
都
督
。

⑬

静

嘉
堂
文
庫
獄
、
竹
添
博
士
校
宋
本
通
典
に
依
っ
た
。
同
校
宋
本
、通
典

に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陸
「
通
典
刻
木
私
考
」
(
「
東
洋
製
報
』
第
一
一
一

一

巻
第
四
枕
)
参
照
。

③

註

⑬

@
拙
稿
「
市
由
競
に
お
け
る
『
四
征
』
将
軍
」
(
『
厳
島
大
感
激
育
皐
部
紀

要
』
(
第
二
部
第
二
六
鋭
、
一
九
七
八
)
に
お
い
て
若
干
述
べ
た
。

②

註

③
拙
稿
参
照
。

②

註

⑬

@
『
宋
室
田
』
を
三
九
。

②

『

貌

士
心
』
各
四
、
少
帝
紀
。

③
『
貌
士
山
』
径
二
七
、
本
俸
。

②
『
貌
士
ど
を
二
六
、
木
簡
。

③

『
貌
士
山
』
径
二
三
、
本
間
開
。

@
股
氏
前
掲
書
、
上
編
三
、
第
一

章
、
下
、
都
督
匡
。

③
西
管
、

東
日
日
都
督
任
用
表
に
お
け
る
記
載
順
序
は
、
概
ね
任
用
さ
れ
た

時
期
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

任
用
時
期
、
か
重
な
っ
て
い
る
場
合
や
、
任
用

時
期
の
判
定
が
困
難
な
場
合
も
あ
っ
て
、
前
後
す
る
こ
と
が
あ
る
。
将
軍

続
、
持
節
、
都
督
の
記
載
屯
順
序
は
一
定
し
な
い
が
表
の
如
く
統
一

し
た。

征
東
将
軍
、
般
的
、
都
省
揚
州
諸
軍
事
は
、
征
東
、
飯
、
都
督
揚
、
開
府

儀
同
三
司
は
、
開
府
儀
同
な
ど
、
そ
の
他
、
適
宜
省
略
し
た
場
合
が
あ

る
。
将
軍
以
外
の
者
が
都
脅
と
な
る
場
合
、
そ
れ
を
将
軍
放
の
項
に
記
し

た
。
(
〉
は
史
料
か
ら
の
推
定
に
よ
っ
て
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
一示
す。

@
『
音
書
』
径
七
三、

庚
亮
儀
。

d
q
 



②

『
E

日
書
』
巻
八
て
本
俸
。

③
『
青
書
』
各
三
七
、
宗
室
停
、
議
王
遜
。

@
墨
田
喜
』
各
六
三
、
本
俸
。

③
王
坦
之
は
東
皿
田
中
期
に
、
中
書
令
(
三
口
問
)
領
丹
楊
ヂ
(
三
口
問
〉
か
ら

都
督
徐
一允脅
三
州
諸
軍
事
、
北
中
郎
将
、
徐
究
二
州
刺
史
と
な
っ
た
が
、

在
官
中
卒
し
、
安
北
将
軍
(
三
品
)
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
が
、
北
中
郎
将

を
三
口
問
と
考
え
て
よ
い
。
(
『
E

日
書
』
各
七
五
、
王
湛
傍
)

441 

@

越

智

氏
註
④
論
文
参
照
。
本
稿
で
は
、
節
に
つ
い
て
、
特
に
検
討
し
て

い
な
い
が
、
西
耳目
、
東
E

日
都
督
任
用
表
に
依
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
節

を
持
つ
者
は
都
督
諸
軍
事
が
極
め
て
多
く
、
以
下
少
な
く
な
る
が
、

監
諸

軍
事
、

督
諸
軍
事
の
順
序
に
な
る
。
阿
服
飾
を
輿
え
ら
れ
る
者
が
最
も
多

い
。
使
持
節
を
輿
え
ら
れ
る
者
は
都
督
諸
軍
事
に
多
い
が
、
そ
の
場
合
、

都
督
の
将
軍
放
は
、
高
位
の
も
の
低
位
の
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し
も
制
割
腹

し
て
い
な
い
。
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until undｅｒ　tＶveli-ｃｈｉａ里甲system of the Ming the landlords acquired

judicial rights with respect to their tenants. ０ｎ the other hand, the legal

status of tenants under the Northern Sung　had been　lower　than that of

other citizens. But, contrary to the accepted view, it cannot be said that

this status declined still further during the Southern Sung ； rather, until

the Yuan at least, their status remained that of ordinary citizens.

　　　

11. The distinction of status between landlord and tenant during the

Sung is expressed by two phrases -.　chｕ-t公社ｃｈｉｈμｎ主佃之分, or “land-

lord-tenant,”and chuボｕ ｃｈｉｈｆｅｎ主僕之分or “master-servant.”The

landlord-tenant relationship respresents ａ contractual relationship for the

payment of rent, as in the Ming and Ｃｈ‘ingperiods. Thus although an

edict of 1372 says that this relationship is one between elder and younger

長幼之序(i. ｅ. between superior and inferior}, this is merely ａloose phrase

to express special circumstances. However, the master-servant relationship

■was of ａ completely different kind ； this was the class known in the Sung

as Z‘ien-p'uｲ田僕or Zムゐ‘ε地客and the precursors of the Z‘必り)‘uand

ｄzzαng-p'u庄僕of the Ming and Ｃｈ‘ing.

　　　

III. With the ｅχception of Szechwan, the tenants of the Sung period

could, when the harvest was completed, legally change their place of

residence. Thus, the tenants were not legally bound to the land. In fact,

however, many tenants were either bound by debt or had a　relationship

of the indentured type ； unless these　obligations　were discharged, they

could not change their place of residence.

On the Titles of“General” 将軍and ‘'Governor” 都督

　　　　　　　　　

in the Chin Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Obi　Ｔａｈｅｏ

　　

This article is concerned with developments in the role ｏ£“Ｓｓｕ-ｃｈｅｎｅ”

四征generals and the description of the system of "governorships”都督

in the Chin dynasty. (By “Ｓｓｕ-ｃｈｅｎｇ　ｇｅnerals,”linclude such
titles as

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



5ａ一法ａｇ四征, Ssu-c,陥れ四謳，＆。｡α,z四安, andＳｓｕ-ｐ'ｉｎｇ四千generals.

and other major posts ； by “ governorships,”ｌ　mean the posts of Tu-tu

chit-ｃｈｉｉｎｓh山都督諸軍事，C7蜜几 chｕ-chiln　ｓｈ仇監諸軍事, andＴｉｔ ch.li-

油沿l ｓhih都督軍事）｡

　　

In the Wei Dynasty of the Three States period, "generals ” when

serving in charge of military affairs in the provinces usually had the

function of “ Governors”｡　0f these, the most important was the Ｓｓｗ一ｃｆｉｅｊｉｇ-

ｃｈｉａｎｇ-chiln、It is thought that the area of military jurisdiction of these

officers was determined by their “governorships” which, centered on the

capital, reached out in every direction to include the provinces州. How-

ever in the Eastern Chin, which was centered in South China, it became

ｄｉ伍cult to carry out military'' administration based on these geographical

units｡

　　

In the Chin dynasty, in addition to the title ｏ£Ｔむも一拙沃μ一ｃｈｉｉｎ　ｓhi凪

held concurrently with grades one through ｆＯＵ「of　court rank, generals

ranked below the third grade held the titles oi　Ｃｈｉｅｎｃｈｕ-ｃｈｉｉｎＳｈ仇　or

Ｔ≪ chｕ-chiin　ｓhih、Not only the title of Ｓｓｕ-ｃｈｅｎｇ　ｃｈｉａｎｇ-chiinbut other

grades both higher and lower, were held with the title oi　Ｔｕ-tｕ。

　　

In the Eastern Chin, this tendency was even more pronounced.　In

the Wei and Western Chin, the title of Ssu-ｃｈｉtｎｓｌａｎｅ-chｕｎｓ　Ｒ中郎略。

of the fourth grade, was given to the Ｔｕ Chｕ-chiin ｓｈ伍督詣軍事, but in

the Eastern Chin was given　increasingly to the ＣｈｉｅｎｃＪｉtt.chiinｓhiJi,

which had been raised to the third rank. From this we can see that the

importance of the ｏ伍ｃｅ of Ｔｕ-tｕ was increasing, and the titles of“ general”

merely ｅχpressed the military responsibilities of the ｏ伍ce.　The rank of

＆zz一ｃｈｅｎｓｒｃｈｉａｎｅ一ｄ誼れ,then, was merely one of these titles｡

　　

The "general” ranks, associated with the nine-grade system, expresse〔l

status within the system of military and civil o伍ce. Thus, in the Eastern

Chin, judging from the associated military ranks, the title of ７ａ一tiL　ｃｈｕ-

ｃｈｉｉｎ　ｓhiheχpressed rank of the second grade, while those oI　Chien chii-

clitｔｎ　ｓhｔJi　ａndＴｗ　chｕ-ｃｈｉｉｎｓhih eχｎｉessed rank of the third grade.

５


